
 

資料４ 
 

柏崎市の障がい福祉の人材確保等に係る取組について 
 
１ 人材確保に係る取組 
 ⑴ 現在の取組 

№ 補助名 
開始 
年度 

概要・目的等 補助率・補助額 実績 

１ 
福祉職員就職支援事
業補助金 

R2 年度 
市内福祉施設における福祉人材不足の解消を図るため、福祉関連資格を有
する者が、新たに市内の障がい福祉施設や救護施設に就職した場合、その
個人に対して補助金を交付する。 

社会福祉士、介護福祉士 
精神保健福祉士、保育士 
看護師・准看護師など 
→ 20 万円 
※市外からの転入の場合

は 30 万円 

■6 年間の累計で 20 人、420 万の補助金を交付。このうち離職者は 1 人に留ま
り、定着率は 95％に達している。 
→ 人材確保・定着につながっているものと考えられる。 

■事業者からは「就活セミナー等で市の支援制度を周知することで、採用活動にお
いて優位性が非常に高まった」等との評価が得られた。 

２ 
人材確保・職場定着支
援事業補助金 

R3 年度 

福祉施設の人材確保及び定着に向けて、法人の主体的な取組を後押しする。 
【対象となる取組例】 
・法人 HP の採用ページ改修 
・採用セミナーへの登録 
・職場環境の改善（行動障害対応の環境整備など、職員の負担軽減策） 

対象経費の 2/3 を補助 
※限度額 50 万円 

■5 年間で 21 件の取組に対し、396 万 6 千円の補助金を交付 
■市内法人の採用ページの整備や求人サイト登録等の整備が図られた。 

３ 
福祉施設等夜勤対応
者補助金 

R7 年度 
夜勤人材の確保及び離職防止を目的とし、市内事業者が夜勤手当を増額す
る際、その手当を予算の範囲内で補助することで夜勤従事者の処遇改善を
図る。 

夜勤者 1 人当たり 
最大 1,400 円/日 

■R7 の交付実績額（見込）：2 法人 7 事業所に対し、330 万 6 千円を交付 
■交付に当たっては、市の補助が夜勤従事者の給与に確実に反映されることを条件

とし、各法人で給与規定の見直しが行われ、夜勤従事者の賃金改善も実現した。
（１月当たり 10,000 円弱増額） 

■施設への聞き取りでも、「夜勤のモチベーションが上がった」、「夜勤を外してほしい
という訴えが減った」などの声があり、夜勤体制の継続に寄与することができた。 

 
⑵ 令和８（202６）年度の新たな取組 

① 補助事業の拡充 
       ■上記№１「福祉職員就職支援事業補助金」の対象資格に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士、公認心理師、相談支援専門員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、手話通訳士を追加 
       ■予算額：２７０万円（対象見込数：１２人） 

 
  ② 補助金の新設 

№ 補助名 対象 概要・目的等 補助率・補助額 見込数 予算額 

１ 
福祉資格取得支援
補助金 

市内の福祉施設
（障がい福祉サービ
ス、救護） 

福祉サービスを提供する上で必要な資格取得を支援し、専門人材の確保をすることで、事業
の継続、サービスの質向上及びサービス量の確保を図る。 
【主な研修名】強度行動障害者養成研修、相談支援専門員従事者研修、 
            サービス管理責任者研修、社会福祉士実習指導者講習会 等 

■障害福祉サービスの提供に必要な 17 の専門研修の
受講費を補助 

■研修受講料の 1/3 を補助 
※補助対象事業の修了又は合格に関する手当制度を

整備している場合には 2/3 を補助 

80 人 38 万 8 千円 

２ 
障がい相談支援専門
員定着支援金 

相談支援専門員
（個人） 

相談支援専門員の資格取得・更新を促すことで専門人材を確保するとともに、離職を防止
し、業務継続に係る意欲向上を図る。 
また、地域に相談支援専門員を確保することで、安定した質の高い相談支援体制の維持・拡
充及び障害児（者）を地域で支える体制整備を行う。 

資格取得及び更新研修の修了者に５万円を交付 ５人 25 万円 

 
２ 相談支援体制の充実・強化を図る取組（基幹相談支援センターの設置） 
 ■令和 8（2026）年度から、「直営」により基幹相談支援センターを福祉課内に設置 

基幹相談支援センターは、市民への直接的な窓口ではなく、地域の相談支援事業所や相談支援専門員を支援する「支援者支援」を目的とした後方支援の取組を実施。 
【設置目的】 相談支援体制の充実・強化を図り、①個別支援（ケースワーク、ケアマネジメント）の質向上、②ソーシャルワーク（社会システムや地域づくり）実践力強化を図る。 
【主な機能】 ①地域の相談支援事業者への助言（スーパーバイズ）とバックアップ、②人材育成、地域資源づくり（ソーシャルワーク）、③自立支援協議会の企画・運営、④相談支援事業の円滑化のための環境整備 など 


